
会 議 記 録 

 

高松市附属機関等の設置、運営に関する要綱の規定により、次のとおり会議記録を公表

します。 

会 議 名 令和５年度第３回高松市農業基本対策審議会農業所得対策部会 

開催日時 令和６年３月１日（金）午後１時３０分～午後３時１０分 

開催場所 香川県農業協同組合東讃営農センター ３階 第４会議室 

議    題 

(１) 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定につ

いて 

(２) 農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定につい

て 

(３) 高松市「人・農地プラン」の検討について 

公開の区分  □ 公開  □ 一部公開  ■ 非公開 

上記理由 

 農業者や農業団体から申請のあった農業経営改善計画や青年等就農

計画、高松市「人・農地プラン」の審査等を行うため、開催するもの

であるが、申請内容に個人及び法人の農業経営に関する情報が記載さ

れており、高松市情報公開条例第７条１号及び２号に該当するため 

出席委員 

〔高松市農業基本対策審議会農業所得対策部会委員：９人〕 

吉村部会長職務代理、三笠委員、山田委員、荒川委員、吉田委員、山

下委員、松浦委員、木村委員、北濱委員 

傍 聴 者   -人（定員-人） 

担当課及び 

連 絡 先 

農林水産課 農林計画係 

電話８３９－２４２２ 

  

会議の経過及び結果 

 

議題(１) 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定について 

事務局から資料に基づき説明。内容については原案通り承認された。 

 

議題(２) 農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定について 

事務局から資料に基づき説明。内容については原案通り承認された。 

 

議題(３) 高松市「人・農地プラン」の検討について 

事務局から資料に基づき説明。内容については原案通り承認された。 

 

その他  意見なし。 

 

 

 

 

 

 



 

【主な質疑・意見等】 

 

委員）農業経営改善計画認定申請書について、現状の所得が０というのは、どういうこ

とか。マイナスの所得はマイナスの数字で記載するべきではないか。 

また、５年後の所得目標を立てることは良いが、途中経過の記載など、納得ができ

るような数字の根拠がほしい。 

 

事務局）現状の所得については、申請者から直近の決算書を提出していただき、現状

所得を確認して記載している。御指摘のとおり、現状の所得が０の申請者の中には、

所得がマイナスの者も含まれているので、数字の記載方法は検討したい。 

 

委員）農業経営改善計画認定申請書について、１３ページの申請者の農地はどこか。農

地は一部親名義の状態なのか。 

  また、先程の委員の意見と似ているが、現状の所得には、一定の基準を設けて認

定するべきで、追跡調査も必要ではないか。 

 

事務局）農地は、○○町である。施設の土地は、親の所有地を使用しているものと思

われる。 

 

委員）農業経営改善計画認定申請書について、法人申請の場合の所得は、役員報酬プラ

ス純利益なのか。 

また、役員報酬は役員が複数人いる場合は、全員分を足すものか。 

 

事務局）法人申請の場合の所得は、役員報酬プラス純利益となる。 

また、役員報酬については、主たる従事者の人数に該当する数値を足すものである。 

 

委員）青年等就農計画申請書について、就農後の追跡調査はしているのか。就農計画

は、就農しようとしている方が経営的に困らないような計画を立てるべき。 

 

事務局）就農後は様々なリスクを伴うので、関係機関と連携してサポートチームを組

み、年１回現地巡回して経営アドバイス等のフォローアップに努めている。交付金

の受給者は、年２回面談も行っている。 

 

委員）「人・農地プラン」から「地域計画」に移行していくと思うが、今後も「人・

農地プラン」はこの場で協議していくのか。また、今後の農地の貸借は農地機構が

主となっていくと思うが、「地域計画」の決定の場は、農地機構ではなく、農林水

産課なのか。 

  「地域計画」の策定に伴う目標地図の作成については、１年後の将来像でさえ難

しい中で、１０年後の目標は尚更難しいと考える。「地域計画」策定時に、農地機

構に貸借する農地の将来的な処遇や将来的な農地転用の可能性に関して、地権者の

意思確認を十分に行うことが非常に重要になってくると思うので、その点は理解し



ていただきたい。 

 

事務局）令和６年度中は、「地域計画」の策定と並行して「人・農地プラン」として

引き続き協議し、令和６年度末までに一括移行する予定としている。 

  また、「地域計画」の協議の場は地域再生協議会の地区水田部会の中で行ってい

くので、現状、農地機構及び当審議会に対しては、報告事項とさせていただくもの

と考えているが、取扱いについては、検討し、今後お示しさせていただく。 

 

 

 


